
放射光産業利用試行補助金 

Q&A 

 

R8.4 時点 

 

１．制度目的・概要について 

質 問 回 答 

①この補助金の目的はなんで

すか。 

「水素等新エネルギー（蓄電池含む）・環境」、「航空産

業・ドローン・空飛ぶクルマ」、「ロボット・AI・IoT」、「健康医

療」、「半導体」の成長産業分野の大型放射光施設

「SPring-8」や「ニュースバル」等の放射光施設の試行的な

利用に要する経費の一部を補助し、当該分野における県内

企業の研究開発を促進することを目的としています。 

②なぜ「補助期間」が 1 年間

なのですか。 

自社の研究開発における放射光利用の有効性を試行・検

証するためのものであり、長期的な放射光施設の利用は想

定していません。準備期間も含めて放射光施設を利用する

のに必要な期間として概ね 1年間を見込んでいます。 

③補助金を利用して取得した

機械装置等の設備の取扱い

はどのようになりますか。 

この補助金を利用して取得した財産の所有権は、補助事業

者にあります。ただし、補助事業以外の目的で使用することは

認められず、事業終了後、譲渡や他の用途へ転用する場合

には、補助金の返還等別に定める規定に従っていただきま

す。 

④取得した特許等の扱いはど

のようになりますか。 

この補助事業の実施により得られた知的所有権等の研究成

果は、補助事業者に帰属します。 

 

 

 

 



２．補助要件・資格について 

質 問 回 答 

①兵庫県内に本社がある場

合は、申請する研究開発を実

施する場所は問われないので

すか。 

兵庫県内に本社を設置する企業等は、申請に係る研究開

発を兵庫県外に設置する事業所で実施する場合（放射光

施設を利用する主体が同企業の兵庫県外にある事業所で

あって）も補助を受けることが可能です。 

②兵庫県内に事業所がある

が、本社が兵庫県外にある場

合は、補助を受けることができ

ないのですか。 

兵庫県外に本社を設置する企業等であっても、申請に係る

研究開発を兵庫県内に設置する事業所で実施する場合

（放射光施設を利用する主体が同企業の兵庫県内にある

事業所であれば）は、補助を受けることが可能です。 

③どのような「法人」でも補助

対象となりますか。 

民間企業、事業協同組合その他特別の法律により設立され

た組合及びその連合会、特定非営利活動促進法に基づく

知事の認証を受けた法人等の産業界の利用を対象としてい

ます。なお、大学、工業高等専門学校などの教育機関、国

立研究機関、独立行政法人、主として研究機能を有する公

益法人及び特殊法人、公設試験研究機関等は対象となり

ません。 

③対象とする「放射光施設」に

はどのようなものがありますか。 

播磨科学公園都市にある大型放射光施設「SPring-8」及

び中型放射光施設「ニュースバル」並びに X 線自由電子レー

ザー施設「SACLA」が対象となります。 

④「はじめて利用」とはどういう

意味ですか。 

法人として放射光施設を利用した実績がなく最初の利用で

あるということを意味しています。 

例えば、過去に「SPring-8」の利用実績があり、今回初めて

「ニュースバル」を使用する場合は、過去に放射光施設の利

用実績があるため、対象となりません。 

 

 



３．成長産業分野について 

質 問 回 答 

①成長産業分野は何です

か。 

成長産業分野は、「水素等新エネルギー（蓄電池含む）・

環境」、「航空産業・ドローン・空飛ぶクルマ」、「ロボット・AI・

IoT」、「健康医療」、「半導体」です。本補助金は、これからの

分野に貢献又は寄与する研究開発を対象とします。 

②複数の分野にまたがる場合

どうするのですか。 

分野が複数にまたがっていても問題ありません。放射光施設

利用計画書においては、該当する分野を列挙ください。 

 

４．評価・補助金交付決定について 

質 問 回 答 

①補助率、補助金の額がどう

なりますか。 

1 件あたり上限 50 万円の範囲で、補助対象経費の１/２を

補助します。ただし、消費税等の補助対象外の経費がありま

す。また、補助金額については、補助金希望額を限度にひょう

ご科学技術協会の予算の範囲内で必要と認められる額に変

更する場合がありますので、予めご了承ください。 

②補助金の利用申請から交

付決定までどのくらい時間がか

かりますか。 

手続きが円滑に進んだ場合は、申請いただいてから交付決定

まで、概ね１週間程度のお時間を要します。 

③光科学応用テクニカルアド

バイザーへの事前相談は必要

ですか。 

補助金申請にあたってアドバイザーへの事前相談は必須として

いません。放射光利用について、既に SPring-8 の利用促進

機関である（公財）高輝度光科学研究センター(JASRI)等

の専門的な知見を有する外部の機関や研究者に相談されて

いる場合は不要ですが、まだの場合はアドバイザーへの事前相

談を推奨しています。 

④提出した申請書は、どのよ

うな審査が行われるのですか。 

専門的な知見を有する光科学応用テクニカルアドバイザーとと

もに、放射光施設利用計画書の記載内容を確認し、問題が

なければ交付決定の手続きを行います。なお、申請書類にお



いては、補助対象となる要件を全て満たしているか、成長産

業分野への貢献が期待できるか、放射光施設の利用が適切

かつ有効と言えるか等の観点でチェックを行います。 

⑤補助金の利用申請はどのく

らいの期間で受け付けていま

すか。 

ひょうご科学技術協会のホームページに記載している期間内

で随時受け付けています。補助期間は当該年度 1 年間とな

るため、放射光施設の利用時期を考慮して余裕をもった利用

計画を立ててください。 

 

５．放射光施設利用計画書等について 

質 問 回 答 

①補助要綱や申請様式の入

手はどうすればいいですか。 

ひょうご科学技術協会のホームページから補助要綱や申請様

式等をダウンロードしてください。 

②放射光施設利用計画書

の記載方法について、不明な

点がある場合は、相談に応じ

てもらえますか。 

書類の書き方について、ご相談に応じますので、（お問い合わ

せ先）にご連絡ください。 

③放射光施設利用計画書

のフォーマットを変更してもいい

ですか。 

放射光施設利用計画書の記載項目は変更しないでくださ

い。ただし、記入内容の分量に応じて項目の間隔等を調整い

ただくことは可能です。なお、A4 で 2 枚程度の記入分量を目

安としていただき、これより分量が多くなる場合は、別紙を添付

してください。 

④放射光施設利用計画書

の代わりに会社で作成してい

る別の資料を提出してもいい

ですか。 

放射光施設利用計画書の記載項目が網羅されている場合

は、別様式で作成された資料の添付でも構いません。 

⑤国等の補助や委託事業に

類似又は同一内容で応募す

ることは可能ですか。 

同一の内容で、既に県や国等の補助や委託を受けたことがあ

る又は現に受けている案件（採択が決定しているものを含

む）を重ねて応募することはできません。万が一、正しい報告



が行われなかった場合は、交付決定後であっても補助金交付

を取り消す場合があります。 

  

６．補助事業の実施について 

質 問 回 答 

①補助事業の開始にあたっ

て、ひょうご科学技術協会と

契約等が必要ですか。また、

補助事業をいつから開始でき

るのですか。 

ひょうご科学技術協会と契約行為をしていただくことはありませ

ん。補助事業は補助金の交付決定日から開始可能です。補

助事業であるため、補助事業者が主体的に研究開発を進め

ていただく必要があります。 

②補助金交付決定前に本

事業のために執行したものは

対象となりますか。 

対象となりません。補助金の対象となるのは、補助金交付決

定日以降に発注等に着手したものに限ります。 

（例外）放射光施設利用料については、申請する利用課

題によって運営機関の審査を受ける必要がある他、競争倍率

が高く必ずしも利用できるとは限らないため、予め施設の利用

申請を行った後、または施設の利用承認が下りた段階で本補

助金を申請することも可能とします。ただし、必ず放射光施設

の利用開始前までに補助金の交付決定を受ける必要があり

ますので、十分に余裕をもって補助金利用を申請してくださ

い。 

③補助金の支払いはどのよう

に行われるのですか。 

交付決定後、帳簿検査により費用処理が適切と認められた

後、補助事業者より補助金請求書を提出いただき精算払い

をする予定です。 

 

７．補助対象経費について 

質 問 回 答 

①補助対象とならない費用に

ついてどのようなものがあります

申請いただいた研究開発内容以外に使用する経費、経理担

当者等の間接的に携わる者の人件費、研究開発に直接的



か。 に携わる研究者の人件費、各種手当や福利厚生費等は対

象となりません。また、消費税、汎用性の高い機器（パソコ

ン、コピー機、事務机等）も補助対象外です。振込手数料も

原則対象外です。 

②補助事業の中で、自社で

製造し、社内で販売したもの

は補助対象となりますか。 

相手が自社だけでなく、子会社（密接な関係を持つ関連会

社を含む）、自社の従業員や役員個人であっても原則対象

となりません。どうしても自社等の製品を補助金で取得しないと

当該研究開発が遂行できないという明確な理由がある場合

は、個別にご相談ください。原則は対象外ですが、利潤や人

件費等を除外した、当該製品の原材料費等について限定的

に認める場合があります。 

③一般管理費は補助対象

外ですか。 
補助対象となりません。 

④消費税の扱いはどのように

なりますか。 

消費税は補助対象外であり、消費税を含まない金額が補助

対象経費になります。旅費・交通費は消費税を割り戻した金

額で計上してください。その際は実費による交通費（切符）

の支給、補助事業者における旅費規約に基づく旅費支給、ど

ちらにおいても消費税を割り戻してください。 

 

８．補助事業終了後の対応について 

質 問 回 答 

①補助事業終了後、何か報

告する義務はあるのですか。 

放射光施設の利用終了後に利用実験内容や成果等の

利用結果をご報告いただきます。放射光施設を利用した

が、当初想定していた十分な成果が得られなかった場合も

ご報告いただく必要があります。なお、報告された内容は、

対外的に公表する場合があります。 

②成果非公開（占有）で

放射光施設を利用した場合

成果非公開（占有）で放射光施設を利用した場合にお

いても利用実験内容や成果等の利用結果をご報告いただ



も利用内容を報告する必要

がありますか。 

きます。この場合は、利用結果を除く補助金利用法人名、

利用実験課題名、補助金額等のみ対外的に公表すること

といたします。 

③補助金による取得財産の

取扱い 

補助事業終了後は管理台帳により取得財産を管理いただ

きます。研究開発を引き続き実施する場合は取得財産を

有効に活用いただいて結構ですが、当該研究開発以外の

目的に使用する場合には制限があります。その際には事前

に承認が必要となり、場合によっては補助金を返納いただく

必要がありますので、予めご留意ください。 

 


